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（評価委員会の意見の申出）  

第四十九条  設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に

係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。  

２  評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給

の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の

長に対し、意見を申し出ることができる。 


